
クラウド型勤怠管理システム
『MINAGINE就業管理』

現在、文科省では学校の働き方改革に関する議論が進められていま
す。公立学校等と異なり、給特法※の適用を受けない私立学校や国
立大学法人では、一般企業と同様に「適切な形での勤怠管理」と「勤
怠データに基づいた諸手当の支払」が必須となります。

働き方改革
&

労基法準拠

【適切な勤怠管理のポイント】
◆始業・終業時刻 を把握し、適切な勤怠データを元にした賃金集計をしない場合、
労働基準法違反となります。

◆残業には、時間外労働、深夜労働、休日労働法定休日・所定休日 などの区分
があり、法律で定められた割増率での支払が必要となります。加えて、有給休暇
の取得も義務化されています。

◆各種手当が基礎賃金に含まれるかしっかり判別し、正確に残業代単価を算出し
ておかないと無意識のうちに未払い残業代が発生することになります。

※給特法:公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

初期費用
0円

基本料金 1～30名 30,000円/月
※30名分の利用料を含む

人数課金 31～200名 1名 300円/月
201～500名 1名 250円/月
501～1000名 1名 200円/月
1001名～ 1名 150円/月

システム設定代行オプション
お客様が実現したい内容に応じて3つの設定代行プラン(スタート、スタンダード、フルサポート)を別途用意
しております。導入後のプラン変更も対応させて頂いております。

勤怠データの可視化が大前提

業務の「残業」定義を明確化

申請→承認 ルールを徹底

「働きやすさ」の
実現に向けた活動
に繋がります

MINAGINE就業管理 利用料金 経済産業省”IT導入補助金”対象



ホームページURL>> https://totsu.jp/

TEL 03-6225-2302

●受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日、および弊社休業日を除く)

●FAX 03-6214-1738
●E-Mail info@totsu.co.jp

Totsu 株式会社
お客様ご相談窓口

★記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。
★記載されている仕様および外観は予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。

カタログ記載内容2022年3月現在

使う人の立場で本当に必要な機能だけを、実際に使う場面を想定しながらバランスよく構成していったクラウドシステムです。

打刻の上書をさせないために、「打刻」「申請(本人)」「承認(上長)」の時刻を別々に管理します。これらを管理しておくこと
で、従業員の意識の向上、労使トラブル対策にも繋がります。「打刻」と「申請」時刻の乖離が大きい時はアラートを出すこと
も可能です。

入社日半年ごと、自学の規定日ごとなど柔軟に付与ルールを設定することが可能です。パートタイマー様向けに、比例付与
も可能です。

付与した有休の使用率を一覧でチェックすることができます。36協定にも対応しておりレポート化することも可能です。

『MINAGINE就業管理』の特長

本社営業部 〒106-0032 東京都港区六本木5-13-11 (03)5572-7911
大手町支店 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル2F (03)6225-2301
千葉支店 〒263-0022 千葉県千葉市稲毛区弥生町2-15 (043)253-9331
神奈川支店 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-6-7 (045)662-5421
武蔵野支店 〒185-0021 東京都国分寺市南町2-1-31青木ビル (042)322-8811
大阪支店 〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-30 谷町八木ビル7階704号室 (06)6966-1570
茨城営業所 〒310-0803 茨城県水戸市城南3-6-3 (029)221-5105
厚木ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-14-1 ソニー株式会社厚木ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ内 (046)230-0226

特長１＞無駄のない”シンプル”なユーザーインターフェイス

特長2＞客観的打刻データの記録が可能

特長３＞自学の就業ルールにあわせて豊富な休暇設定が可能

特長４＞各種チェッカー機能を搭載


